
 

液 体 苛 性 ソ ー ダ （ 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム ） 仕 様 書 
 

 

１ 購買品の納入その他については，すべてこの仕様書による。 

 

２ 納入する液体苛性ソーダは濃度４８％の液状品とし，以下の規格に適合している事。 

日本水道協会規格ＪＷＷＡ Ｋ １２２－２００５及び厚生省令第１５号「水道施

設の技術的基準を定める省令」第１条第１６項の基準に適合している事。 

 

３ 納入する品は，上記基準への適合を示す成分分析表を提出し，本市上下水道局の承認を

得る事。なお，不合格があった場合は速やかに代品を納入するものとする。 

 

４ 納入する品は，毒物及び劇物取締法施行令第４０条の９第１項の規定に基づき，納入

前に性状及び取扱いに関する情報を提供する事。 

 

５ 運賃等は，すべて供給人の負担とする事。 

 

６ 納入場所は，下記のとおりとし，本市上下水道局の指示に従い納入とする。 

      松田新田浄水場   ３０㎥  貯留タンク １槽 

 

７ 購入数量は，液重量 １０，０００kg である（ローリー買いとする）。 

 

８ 納入期限は，令和８年１月３０日までとする。 

 

９  納入期限・場所・数量等は，その都度本市上下水道局の指示に従うものとする。 

 

10 本仕様書に記載なき事項及び疑義がある場合は，すべて本市上下水道局の指示に従う

ものとする。 


